
令和７年度 活動計画 

 
 

本市の農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化、担い手不足、耕作放棄地の拡

大など非常に厳しい状況にある中、安定した食料供給や特産品の生産拡大など、市民

の高まる期待に応えられる農業の振興と発展を図るためには、限られた資源である農

地を、適正かつ効率的に利用することが求められています。 

こうした状況の中、令和7年度において、本委員会は農地法等に基づく公平公正な

許認可事務の執行にあたるとともに、「令和７年度京都府農業委員会系統組織統一運

動計画」を踏まえ、持続可能な地域農業を目指して次のとおり活動します。 

 

・地域計画の実現やブラッシュアップに向けた取り組みを強化します。 

農地の耕作状況や、農地所有者（出し手）担い手（受け手）の意向を把握し、地域

計画の実現に向けた取り組みを進めます。 

また、担い手が不足する地域への新規参入者を募るため、まとまった農地と担い手

とのマッチングの仕組みを構築します。 

・改正基盤法に対応した農業委員会活動を推進します。 

定例総会や地区別会議で、農業者の意向や農地利用最適化についての情報共有や相

互研鑽を図り、農家相談の対応や地域の課題解決に必要な力量を高めていきます。

また、農業委員会だよりなど情報発信も強化し、農地の集積、遊休農地の解消、新

規参入の促進を進めます。 

 

 

１　農地法等に定められた権限に属する活動 

　⑴ 定例総会（毎月7日を基本）の開催等 

　　① 農地の権利移動に係る許可、農地転用申請に係る意見等の審議 

　　② 上記に係る事前相談、受理、現地調査等 

　　③ その他の案件に関する審議 

　⑵ 各種証明書の交付 

　⑶ 効率的な農地利用状況調査、同利用意向調査の実施 

　⑷ 新規発生遊休農地調査の実施 

　⑸ 農地パトロールの実施（東、西、加佐地区）と指導 

　⑹ 違法転用や違法盛土案件の早期発見、解決への働きかけ 

 

 

２　農地等の利用の最適化の促進に関する活動 

　⑴ 地区別会議の実施（市内6地区・適宜開催） 

　　① 地区の課題解決についての協議、実践 

　　② 各委員の地域活動の情報交換 

　⑵ 担い手への農地利用の集積・集約化 

　　① 地域計画実現への積極的関与 

　　② 担い手、新規就農者等農業者との懇談会の実施 
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　　③まとまった農地と担い手とのマッチングの仕組みの構築 

　⑶ 遊休農地の発生防止・解消 

　　① 効率的な農地利用状況調査、同利用意向調査の実施（再掲） 

　　② 新規発生遊休農地調査の実施（再掲） 

　　③ 移住者ヒアリングの実施による適正な農地活用の促進 

　⑷ 農業への新規参入の促進 

　　① 委員によるこまめな担い手の掘り起こしや農業指導等、地域活動の実施 

    (5)農地台帳の適正化 

　　①山林化した再生困難農地の削除 

 

 

３　法人化その他農業経営の合理化に関する活動 

　⑴ 地域における営農組織の法人化や集落営農組織への移行相談等、委員による情

報収集、地域活動等の実施 

 

 

４　農業一般に関する調査及び情報提供 

　⑴ 特別委員会による調査研究（適宜開催） 

　　① 運営委員会 … 委員会の運営に関する調査、協議 

　　② 広報委員会 … 農業委員会だよりの発行等、広報に関する調査、協議 

　　③ 年金委員会 … 農業者年金推進に関する調査、協議 

　⑵ 市の農業施策、予算編成に関する意見書の提出 

　⑶ 農業委員会だよりの発行（年2回） 

　⑷ 地域計画実現への積極的関与（再掲） 

　⑸ 農業者年金のＰＲと加入促進 

　⑹ 全国農業新聞のＰＲと購読拡大 

　⑺ ホームページによる情報発信の充実 

 

 

５　その他の活動 

　⑴ 各種農業関係団体への参画 

　　① 京都府農業会議 

　　② 舞鶴市農業振興協議会 

　　③ 舞鶴市有害鳥獣被害防止対策協議会 

　⑵ 委員研修等の実施 

　　① 先進地調査や講師招聘の実施 

　　② 農業者年金や農業情勢等についての研修会の実施 

　　③ 地区別会議ごとの委員研修の実施検討 

　　④ その他委員の資質向上のための研修会の実施 

　⑶ 女性農業委員の活動推進 
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